
 
 

「外国人介護職員」に関する意識調査 

――海外の高齢者福祉施設で働く外国人介護職員へのアンケート調査からの報告― 

 

吉田 守実 

熊谷 大輔 

 

要旨 

アジア全体が高齢化に向かっている中で、日本の役割という観点からも外国人

介護職員における介護ケアの実践に関する議論は重要性を増してきている。本報

告では、フィリピン（ダグパン市）のケアギバー（介護士）に対してアンケート調

査を行い、日本での介護労働者として就労する際に抱える課題並びに外国人介護

職員が地方で働くための課題について検討した。結果、日本語能力向上ための支援

や、日本で介護従事者として働きたい者への働く際のプロセスの明示とそのプロ

グラムづくり、キャリア形成ができる人材育成の取り組みの必要性が示唆された。

さらに、日本で介護従事者として働く、高い意欲と熱意に応えるため、入国前にお

いても日本語の座学的な教育にとどまらない、日本で生活するための日常的な知

識や日本の介護の現状を伝え、相互に理解を深めて良好な関係を築いていくこと

も必要であろう。 

 

キーワード：介護人材・外国人介護労働者・EPA（経済連携協定）・地方都市 

 

 

1. はじめに 

我が国の高齢者人口は 3,514 万人となり、

総人口比27.7％1を占める。総人口に占める高

齢者人口の割合の推移をみると、昭和25年の

4.9％以降一貫して上昇し続け、昭和 60 年に

10％、平成17年に20％を超え、平成29年に

は 27.7％となる。この割合は今後も上昇を続

け、第2次ベビーブーム期（昭和46年～49年）

に生まれた世代が 65 歳以上となる平成 52 年

（2040 年）には、35.3％になると見込まれて

いる。 

                                                        
1 総務省統計局統計トピックスNo.97：「統計

から見た我が国の高齢者（65 歳以上）」,2016. 
2 公益財団法人介護労働安定センター：「平成

このような中、介護需要も高まっているが、

介護職における採用率（20.3％）に対し、離職

率（16.5％）は高く、介護事業所が抱く人材の

不足感は61.3％2を占め、介護供給が追いつか

ない構造的な「需給ギャップ」が生じている。

アジア全体が高齢化に向かっている中で、日

本の役割という観点からも外国人介護職員に

おける介護ケアの実践に関する議論は重要性

を増してきている。その一方で、国内での介護

人材確保の現状は介護福祉士養成校への入学

者の減少や潜在介護福祉士の活用が進まない

27 年度介護労働実態調査結果」資料,2016. 
 

― 77 ―



 八戸学院大学紀要 第 58 号 

 
 

なか、人口減少を背景とした地方における「介

護需給ギャップ」は進行し、地方にみる介護現

場での人材確保は喫緊の課題となっている。 

我が国では、平成 20 年度からEPA（経済

連携協定）に基づき、二国間の経済連携の強化

の観点から、特例的に外国人介護労働者の受

入れを開始し、現在は、インドネシア、フィリ

ピン、ベトナムの３か国から介護福祉士候補

者を受け入れているが、「日本の生活に合わせ

たサービス提供が適切にできるか 」、「 緊急

事態発生時の対応が適切にできるか」、「訪問

サービス提供に関する記録等の作成が適切に

できるか。」等の課題が指摘されている。 

EPA（経済連携協定）に基づく外国人介護福

祉士候補者の受入れは、インドネシア、フィリ

ピン、ベトナムの３ヵ国から、これまで 3,529 

人の介護福祉士候補者（以下「EPA 介護福祉

士候補者」という。）を受け入れ、平成 29 年 

10 月 1 日現在 544 名が介護福祉士資格を取

得している3。（図１） 

（図1） 

厚労省「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料」 

 

これら EPA 介護福祉士候補者は、各地の介

護施設等において就労しながら、国家試験合

格を目指しており、一人でも多く介護福祉士

国家試験に合格できるよう、「外国人介護福祉

                                                        
3 厚生労働省：平成29年度全国厚生労働関係

士候補者受入施設学習支援事業」により、受入

れ施設が行う EPA 介護福祉士候補者の日本語

学習や介護分野の専門学習、学習環境の整備

のための経費について補助が行われている

（定額：候補者１人当たり年間 23.5 万円以

内）。 また、受入れ施設の研修担当者の活動に

対する経費について補助（定額 ：１受入れ施

設当たり 8.0 万円以内）や、平成 28 年度介

護福祉士国家試験から、試験科目に医療的ケ

アが定められたことから、EPA 介護福祉士候

補者の医療的ケアの学習に係る経費について

の補助（定額：候補者１人当たり年間 9.5 万

円以内）が行われている。（図 2） 

（図2） 

厚労省「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料」 

 

また、「外国人介護福祉士候補者学習支援事

業」により、受入れ施設における継続的な学習

を支援するため、日本語や介護分野の専門知

識・技術等を学ぶ集合研修、入国２年目以降の 

EPA 介護福祉士候補者に対する通信添削指導

や、介護福祉士国家試験に合格できずに帰国

した者に対する模擬試験の実施等の再チャレ

ンジ支援が行なわれている。 

 平成 30 年度の EPA 介護福祉士候補者受入

れ枠は、インドネシア、フィリピン、ベトナム、

それぞれ最大 300 人となっており、受入れ調

整機関である（公社）国際厚生事業団が、受入

れ施設の募集及び受入れ施設とEPA 介護福祉

部局長会議資料 
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士候補者とのマッチング等を行っている。な

お、EPA 介護福祉士候補者は、母国での日本語

研修を経て、入国し、訪日後日本語研修を受講

することになっている。 

また、EPA 介護福祉士の更なる活躍を促進

する観点から、日本の生活様式を含めた研修

等を実施するなどの事業者への通知、告示の

改正が行われ、平成 29 年 4 月から EPA 介護

福祉士の就労範囲に訪問系サービスが追加さ

れている。 

（図 3） 

厚労省「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料」 

  

さらに、技能実習制度4による日本から相手

国への技能移転「介護職種」が追加されている。

これは、平成 28 年 11 月に成立、公布された

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実

習の保護に関する法律」によるものであり、平

成 29 年 11 月に施行されている。 

あわせて、介護の技能実習生の受入れに当

たっての要件について、「外国人介護人材受入

れの在り方に関する検討会中間まとめ」（平成

27 年 2 月 4 日）での提言内容に沿って設定さ

れ、平成 29 年９月、サービスの質の担保など

介護サービスの特性に基づく要請に対応でき

るよう介護職種に固有の要件を告示し、平成

29 年 11 月、対象職種に介護を追加している。 

                                                        
4 技能実習制度は，国際貢献のため，開発途

上国等の外国人を日本で一定期間（最長 5 年

間）に限り受け入れ，OＪＴを通じて技能を 
移転する制度。（平成５年に制度創設） 

なお、2025 年に向けた介護人材の確保の考

え方は、国内人材の確保対策を充実・強化して

いくことが基本であり、外国人介護人材の受

入れに係る検討は、介護人材の確保を目的と

するのではなく、技能移転という制度趣旨に

沿って対応することとしている。また、介護職

種の追加に当たっては、介護サービスの特性

に基づく様々な懸念に対応するため、①介護

が「外国人が担う単純な仕事」というイメージ

とならないようにすること。 ②外国人につい

て、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本

人労働者の処遇・労働環境の改善の努力 が損

なわれないようにすること。 ③介護のサービ

スの質を担保するとともに、利用者の不安を

招かないようにすること。の３つの要件に対

応できることを担保して職種が追加されてい

る。 

したがって、EPA(経済連携協定）に基づく受

入れの枠組としては、看護・介護分野の労働力

不足への対応ではなく、二国間の経済活動の

連携の強化の観点から、公的な枠組で特例的

に行うものとし、介護の場合入国以降、介護福

祉士候補者（在留期間は上限４年）、（５年目）

国家試験受験不合格の場合は帰国となる。 

（図4） 

厚労省「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料」 

技能実習生は，入国直後の講習期間以外

は，雇用関係の下，労働関係法令等が適用さ

れており，全国に約２５万人在留している。 
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また、介護福祉士資格を取得した留学生へ

の在留資格付与について、介護福祉士の国家

資格を取得した留学生の在留資格「介護」を創

設する「出入国管理及び難民認定法の一部を

改正する法律」が、平成 29 年 9 月 1 日から

施行された。併せて、円滑に留学生を受け入れ

られるよう、介護福祉士修学資金の充実や介

護福祉士を目指す留学生等の日常生活に関す

る相談支援等の体制整備が図られている。 

なお、介護福祉士国家試験に合格した技能

実習生等への在留資格「介護」の決定について 

「新しい経済対策パッケージ」（平成 29 年 

12 月８日閣議決定）では、働きながら介護福

祉士資格を取得した技能実習生等に在留資格

「介護」を認めることとされ、具体的な内容に

ついて検討が行われている。 

このような中、平成 30 年 12 月 2 日、第 197

回国会（臨時会）において「出入国管理及び難

民認定法及び法務省設置法の一部を改正する

法律」（以下、改正入管法とういう。）が成立し、

同月 14 日に公布されている。この改正入管法

は、新たな在留資格として「特定技能１号」「特

定技能２号」の創設し、介護などの人手不足の

業種で受け入れるものである。また出入国在

留管理庁の設置等を内容とする。 

改正入管法では、分野ごとに行う日本語と

技能試験の合格者に「特定技能１号」資格を与

える。「特定技能１号」は、不足する人材の確

保を図るべき産業上の分野に属する相当程度

の知識又は経験を要する技能を要する業務に

従事する在留資格であり、在留期間は 5 年で

家族の帯同はできない。さらに同分野に属す

る熟練した技能を要する業務に従事する外国

人向けの在留資格として「特定技能 2 号」が創

設され、技能試験に合格すえれば「特定技能 2

                                                        
5 2018 年 12 月 25 日、改正入管法施行に向け

新制度の運用のあり方を示した「基本方針」

と、行から 5 年間の受け入れ見込み数を 14
業種で計 34 万 5150 人とした「分野別運用方

針」を閣議決定している。 

号」に移行でき、在留期間は更新可能で家族の

帯同が認められる。 

なお、改正入管法の一部を改正する法律に

おいては、上記①在留資格「特定技能１号」「特

定技能２号」の創設のほか、②受入れのプロセ

ス等に関する規定の整備、③外国人に対する

支援に関する規定の整備、④受入れ機関に関

する規定の整備、⑤登録支援機関に関する規

定の整備、⑥届出、指導・助言、報告等に関す

る規定の整備が、新たな外国人材受入れのた

めの在留資格の創設されている。 

この改正で、施行から５年間の受け入れ見

込み数を 14 業種で計 34 万 5150 人とした「分

野別運用方針」が閣議決定5され、うち介護分

野は最大 6 万人と試算されている。 

このように外国人介護従事者の受け入れが

拡大される中、本研究では、昨年度実施した

「青森県八戸市内の社会福祉施設を対象にし

た、外国人介護職員を受け入れることを想定

した受け入れ側の介護従事者が抱える課題」6

で指摘された、外国人介護従事者に接する機

会の確保、外国人との交流機会の確保の必要

性を踏まえ、現地側（フィリピン）において、

現に介護ケアに従事している外国人介護者に

アンケート調査並びにインタビュー調査を実

施し、日本で就労すると仮定した場合におけ

る以下の 2 点の課題について明らかにするこ

とを目的とする。 

１．日本での介護労働者として就労する際に

抱える課題を明らかにする。 

２．外国人介護職員と地方の介護現場（青森県

八戸市）で受け入れのための生じる課題（個

人レベル）に対する対応論（方法論）を提示

する。 

 

6 熊谷大輔，日本人介護福祉従事者が抱く外

国人介護福祉従事者に対する意識調査―青森

県八戸市における高齢者福祉施設職員へのア

ンケート調査よりー,八戸学院大学紀要 56 号

87 – 98,2018． 
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２．対象および方法 

1. 調査概要 

調査は、フィリピン（ダグパン市）にある

「SPECIALIST GROUP HOSPITAL ＆ TRAUMA 

CENTER」の病院長等の協力のもと、その所属す

るケアギバー（介護士）120人に対してアンケ

ート調査を実施し 100 人から回答を得た。さ

ら に フ ィ リ ピ ン 「 CNE1 International 

Language School Carthel校」での教員（ケア

ギバー資格取得者）12 人に対してインタビュ

ー調査を行った。 

なおこの調査は、昨年度実施した「青森県八

戸市における外国人介護職員の活用体制構築

に関する枠組みを実現するための基礎的調査」

に続くものであり、今後、介護保険施設にて実

証実験を行うための事前調査として位置付け

ている。 

2. 調査内容 

調査は、無記名による自記式質問紙調査に

より実施した。 

調査対象施設の病院長に対し、調査目的及

び調査票の内容、協力依頼内容（調査協力者へ

の依頼や回収方法等）について、事前に調査に

係る説明を行い、アンケート調査票を依頼し

た。調査対象者には、さらに詳細な調査目的及

び内容を文書で説明し、承諾された者に対し、

調査協力を依頼した。なお、調査票回答者の選

定については、現地病院長に依頼し、回収は封

のできる封筒に入れていただきその場で回収

した。 

3. 倫理的配慮 

調査協力者に対しては、研究の目的、趣旨・

内容、方法を文書にて説明した。また、本人の

権利の尊重と調査協力への任意性について保

障し、調査協力者の拒否・辞退による不利益は

一切生じなく、得られたデータは全て統計的

に処理し、個人が特定されないよう、調査票は

無記名で行い、ID ナンバーを付けて番号によ

                                                        
7 ODA（政府開発援助）2017 年版開発協力白

って管理し、分析時にも番号でのみ管理され、

匿名性は守られること、当該研究目的以外に

は使用しないこと、データの公表予定がある

ことも併せて文書で説明を行った。また、協力

の意向を確認した上で実施し、アンケート調

査票を返送することにより、本研究に同意し

たものとした。アンケート等資料については、

研究終了後、研究者においてシュレッターに

より廃棄する。なお、調査対象施設と調査協力

者との間には利益相反関係はない。 

 

３．結果 

 基本属性は、表1のとおりである。 

アンケート調査票は 120 人に依頼し、うち

100 人から回答を得て、回収率は 83％であっ

た。 

基本属性を概観すると、性別では、女性が

54％で半数以上であり、男性は40％であった。

年齢は 35 歳以下の若者が全体の 65％を占め

ている。フィリピンの平均年齢は23歳（2014

年度調査）7であるのと同様にケアギバー（介

護士）の年齢層も若いと思われる。職業は、ケ

アギバー（介護士）として実際に勤務している

ものが61％（うち病院勤務が38％）、その他ケ

アギバー（介護士）として働いていいないもの

が27％、学生6％であった。 

雇用形態は52％が正規職員、臨時職員18％、

契約社員13％、パート職員６％であった。 

介護従事年数は3年未満が48％、一方で10

年以上が17％であった。 

年収は150万未満が37％である。一方、500

万円を超える年収の者が6％あった。年収には

大きな開きが見られている。 

最終学歴は大卒が最も多く 44％、次いで短

大・高専卒、大学院卒が 13％であり、高学歴

の方が多い。年収は 150 万未満の者が最も多

いことを考慮すると、大卒であるこが年収が

直接結びついていない現状が窺える。 

書 
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表1 回答者の属性 n=100

項目 内訳 度数 パーセント

男性 40 40.0

女性 54 54.0

無回答 6 6.0

20歳以下 8 8.0

21歳～25歳 15 15.0

26歳～30歳 31 31.0

31歳～35歳 11 11.0

36歳～40歳 6 6.0

41歳～45歳 7 7.0

46歳～50歳 4 4.0

51歳～55歳 4 4.0

56歳～60歳 3 3.0

60歳以上 5 5.0

無回答 6 6.0

学生 6 6.0

ケアギバー（病院勤務） 38 38.0

ケアギバー（在宅介護） 13 13.0

ケアギバー（施設勤務） 10 10.0

その他 27 27.0

無回答 6 6.0

正規職員 52 52.0

臨時職員 18 18.0

契約社員 13 13.0

パート職員 6 6.0

その他 2 2.0

無回答 9 9.0

0か月以上6か月未満 22 22.0

6か月以上1年未満 16 16.0

1年以上3年未満 10 10.0

3年以上5年未満 14 14.0

5年以上10年未満 9 9.0

10年以上 17 17.0

無回答 12 12.0

0～100万円未満 26 26.0

101万円以上150万円未満 11 11.0

151万円以上200万円未満 9 9.0

201万円以上250万円未満 3 3.0

251万円以上300万円未満 3 3.0

301万円以上350万円未満 6 6.0

351万円以上400万円未満 4 4.0

401万円以上450万円未満 8 8.0

451万円以上500万円未満 4 4.0

500万円以上 6 6.0

無回答 20 20.0

中学校 1 1.0

高等学校 9 9.0

各種専門学校 8 8.0

短大・高専 13 13.0

大学（4年制） 44 44.0

大学院 13 13.0

その他 2 2.0

無回答 10 10.0

最終学歴

雇用形態

介護従事年数

年収

性別

年齢

職業
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次に「日本で介護に従事すること」について

である。 

①「外国人労働者を身近な存在としている

か」に関する調査結果は、図５のとおりである。

外国人労働者を身近な存在としているが 65％

を占めた。 

 

 

②「今の職場における外国人労働者の就労

状況」に関する調査結果は、図６のとおりであ

る。半数が現に外国人労働者を受け入れてい

る職場で働いている。 

 

 

③「職場に外国人労働者が増えること」に関

する調査結果は、図７のとおりである。現に外

国人労働者が働いている職場が多いことから、

69％は賛成となっている。 

 

④「日本人の介護労働者とともに働くこと

への違和感」に関する調査結果は、図８のとお

りである。ある、どちらかと言えばあるの回答

が 57％を占め、日本人介護労働者と働くこと

には消極的であった。 

 
 

次に、「自身のことや自身の考えについて」

である。 

①「日本人介護労働者と交流の機会があれ

ば参加したいか」に関する調査結果は、図９の

とおりである。80％が交流の機会があれば参

加したいと回答している。 

 

 

②「言葉やその他の方法で自分の考えを伝

えることに積極的であるか」に関する調査結

果は、図10のとおりである。76％が自分の考

えを伝えることに積極的であるとしている。 
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③「自分の意見を日本語でしっかりと相手

に伝えることができる」に関する調査結果は、

図11のとおりである。51％が日本語でしっか

り伝えることができるとしている。 

 
 

④「国籍を問わず、どんな人とでも一緒に物

事に取り組むことができる」に関する調査結

果は、図12のとおりである。74％が国籍を問

わず、どんな人とでも一緒に物事に取り組む

ことができるとしている。 

 

 

⑤「異なる意見や文化、習慣を持つ人に対し

て公平に接することができる」に関する調査

結果は、図13のとおりである。75％が公平に

接することができるとしている。 

 

⑥「海外の国の文化、習慣、伝統は尊重した

い」に関する調査結果は、図14のとおりであ

る。77％が外国の文化や習慣、伝統は尊重した

いとしている。 

 
 

⑦「未知の経験を通じて様々な事柄を学ぼ

うとする気持ちがある」に関する調査結果は、

図15のとおりである。75％が新たな事柄にチ

ャレンジする意欲があるとしている。 

 

 

⑧「就職先（職場）において日本語学習支援

体制は必要である」に関する調査結果は、図16

のとおりである。72％が日本語学習の支援体

制を望んでいる。 
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⑨「就職先（職場）において専門的な教育体

制は必要である」に関する調査結果は、図 17

のとおりである。77％が専門的な教育体制を

望んでいる。 

 

  

⑩「日本人介護労働者が英語を話すことは

必要である」に関する調査結果は、図18のと

おりである。73％が日本人介護労働者に英語

で話すことを望んでいる。 

 

 

⑪「施設（職場）での日本人介護労働者との

交流の機会が必要である」に関する調査結果

は、図19のとおりである。77％が交流の機会

を望んでいる。 

 

⑫「外国人介護職員が労働相談できる機関

が就職先（職場）に必要である」に関する調査

結果は、図20のとおりである。75％が必要で

あるとしている。 

 

 

⑬「日本で介護業務を行うためには日本語

能力が必要である」に関する調査結果は、図21

のとおりである。73％が介護業務を行うため

には日本語能力の必要性を感じている。 

 

 

⑭「就職する前に日本の介護業務の内容を

知る必要がある」に関する調査結果は、図 22

のとおりである。73％が就職前に日本の介護

業務の内容を知る必要性を感じている。 
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さらに、「日本で介護従事した場合に困ると

思われること（複数選択肢）」に関する調査結

果は、図23のとおりである。 

回答者の半数以上が「困る思われること」に

回答した項目は、「日本人介護労働者との意思

疎通に困る」が 54％のみであり、続いて「日

本人介護利用者との意思疎通に困る」が43％、

「生活習慣の違いに困る」が39％、「日本語の

書き方に困る」が37％、「専門的な知識や技術

の違いに困る」が34％であった。 

次に、「日本で介護従事した場合に日本人介

護労働者に求めること（複数選択肢）」に関す

る結果は図24のとおりである。 

回答者の半数以上が日本人介護労働者に求

めることとした項目は、「日本の介護技術の情

報提供」が60％、「日本のことなど新たな情報

の獲得」並びに「介護現場以外での友人関係」

がともに 52％、「介護現場での同僚との関係」

が 45％であった。キャリアアップのための、

日本の介護技術の情報や新たな情報の獲得に

関心が寄せられている。 
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また、「日本で介護従事した場合に何を期待

するか（複数選択肢）」に関する結果は図25の

とおりである。 

回答者の半数以上が日本人介護労働者に求

めることとした項目は、「日本語力の向上」が

54％、「帰国後のキャリアアップ」が53％、「年

収のアップ」が50％であり、「日本の友人をつ

くる」が49％であった。「日本への永住」につ

いては 35％であった。いずれの項目も該当と

回答する割合が高く、全体的に日本で介護従

事することへの期待度は高いと思われる。 

次にインタビュー調査の結果である。 

対象は「CNE1 International Language 

School Carthel校」のケアギバーの教員12名

である。 

（Q1）介護従事者として外国に行きたいと思

うか。例えば、カナダ、アメリカ、シンガ

ポール、日本などの中ではどの国を優先

したいと思うか。 

（A1）外国では働くことはあり得る。主に外国  

での就労を考えている国は、英語圏であ

る「シンガポール・カナダ」であるが、日

本へも行きたいが、日本語が難しい。しか

し、賃金が高いから行ってみたい。 

（Q2）日本で働く場合、都市部がいいか地方が 

いいか。 

（A2-1）都市部の方がいいと思う。都市部には

自分だけではなくフィリピン人がたくさ

んいてコミュニケーションがうまくいく。

またケアギバー（介護士）として働く仲間

も都市部なら多いと思う。 

（A2-2）病院などの勤務先の近くにコンビニ

エンスストアなどがあり、生活に便利で

ある。 

（A2-3）都市部の方が地方より仕事がたくさ

んありチャンスがある。賃金も高い。 

（A2-4）警察もたくさんいて安全で治安がよ

い。 

（Q3）外国で働く時に必要なものは何か。 

（A3）言葉が違うので日本語の勉強を頑張る。

しかしフィリピン人は覚えるのが早いか

ら大丈夫だと思う。 

（Q4）日本の介護について知りたいことはあ

るか。 

（A4）高齢者の状況を知りたい。また介護をし

ている様子が知りたい。 

（Q5）自国フィリピンの首都マニラには働き

にいかないのか。 

（A5）家賃や物価が高い、ここでは野菜を栽培

したりでき、生活しやすい。 

（Q6）日本で働く際に欲しい賃金額はいくら

か。 

（A6）家賃や食費は全部自分で払うとすれば

日本円で25万円ぐらい欲しい。 
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（Q7）日本人介護士は英語が話せない人が多

いので、事前に日本で働くために交流の

機会を持ちコミュニケーションを図って

みることについてどうのように思うか。 

（A7）日本の介護士の仕事内容がイメージで

きないのでわからない。 

 

また、インタビュー対象者側からもいくつ

かの質問が寄せられた。一部内容について紹

介する。 

・日本で働きたい時は、どのようにしたらいい

か（どこに相談すればいいか）。 

・パスポートの取得は代行してくれるのか。 

・フィリピンに戻ってきたい時は、旅費は出し

てくれるのか、などである。 

 

インタビュー調査の結果、日本に介護従事

者として行きたい希望はあるもの、日本で生

活するために必要なことや、ましてや介護を

取り巻く状況について具体的にイメージでき

ていないことが窺えた。 

 

４．考察 

１ フィリピン人介護従事者から見た日本で

介護業務をするための希望 

EPA（経済連携協定）が平成20年度に始まり

10 年目を迎える。本調査先であるフィリピン

の場合、平成21年度から受入れを開始し、介

護では平成 29 年度で累計 1400 人を受け入れ

ている。しかしながら、介護福祉士国家試験の

合格者はフィリピンの場合、平成28年度で100

人受験し 36 人が合格し、合格率は 36％であ

る。平成 23 年度から平成 28 年度までの累計

受験者数は 515 人、合格者は 176 人、看護師

の合格率よりは高いものの合格率 34.17％に

とどまっている。 

                                                        
8 伊藤眞理子:「外国人介護福祉士候補生等の

受け入れに関する諸問題─フィリピン，イン

ドネシア，日本でのアンケート調査結果から

の報告─」，岡山大学大学院社会文化科学研

本調査でも、「職場における日本語学習支援

体制の必要性」72％、「専門的な教育体制は必

要性」77％、「日本人介護労働者の英語力の必

要性」73％、「自身の日本語能力の必要性」73％、

など、介護業務を行うための日本語能力の必

要性を感じている。介護福祉士の国家試験が

日本語で行われることを考えれば、伊藤（2014）
8が指摘しているように、日本語能力向上ため

の支援は必要であろう。 

また、日本で就職する前に日本の介護業務

の内容を知る必要があるとしているのは、

73％である。そもそも文化の違いがある国同

士の中で、介護という対人援助業務を行うこ

とになるので、この不安を取り除く必要があ

るといえる。熊谷（2017）9は、日本人介護従

事者側においても外国人介護従事者と仕事を

するためには、漠然とした不安を解消する必

要があり、その先にコミュニケーション（意思

疎通）の課題が存在すると指摘している。 

このように外国で働くためには様々な課題

が存在する。ここでは、フィリピン人介護従事

者が日本で介護業務をするため、「1.日本で介

護に従事した場合に困ること」、「2.自身のこ

とや自身の考えについて」、「3.日本で介護従

事した場合に日本人介護士に求めること」、「4.

日本で介護従事した場合に何を期待するか」

について、それぞれの項目についての相関関

係について検討する。 

始めに「1.日本で介護に従事した場合に困

ることの相関行列」（表 2）において、１）生

活習慣の違い、２）宗教の違い、３）専門的な

知識や技術の違い、４）日本語の書き方、５）

日本語の読み方、６）日本人介護労働者との意

思疎通、７）日本人介護利用者との意思疎通、

８）能力評価の基準、９）悩みなどを相談でき

る友人がいないこと、の９項目について項目

究科紀要，38, 95-114, 2014. 
9 熊谷大輔：「日本人介護従事者が抱く外国人

介護従事者に対する意識調査」，八戸学院大

学紀要，58，87-98，2018. 
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同士の相関関係を検討した結果、１）生活習慣

の違い、２）宗教の違い、６）日本人介護労働

者との意思疎通や、７）日本人介護利用者との

意思疎通、などが不安要素として強い相関関

係が示されている。 

 さらに、インタビュー調査での「日本の介護

について知りたいこと」において、「高齢者の

状況や介護をしている様子が知りたい」との

発言がある。フィリピンの平均年齢は23歳と

年齢層も若く介護に対するイメージがわきに

くいことや、就労先が主に病院であることな

どから、日本におけるいわゆる寝たきり状態

の高齢者の介護や、家族が親の面倒を見るこ

とが日常であるフィリピンではホームヘルプ

サービスが提供される在宅介護の様子は想像

できないと思われる。このように日本におけ

る高齢者に対する支援活動に十分な知識を持

ち合わせいないことを理解し、そのことへ丁

寧に対応していくことが、今後日本で介護従

事者として働きたい者への支援として求めら

れており、海外で働くためのプロセスのプロ

グラムづくりが必要であると思われる。 

 「日本で介護従事した場合に困ると思われ

ること（複数選択肢）」(図23)において、24％

が「日本人介護労働者との意思疎通に困る」と

している。また「日本で介護従事した場合に困

ることの相関行列」（表2）の結果から、4）日

本語の書き方」と5）日本語の読み方が強い正

の相関関係を示している。さらに、この2つは

他の項目との関係においても比較的強い相関

関係も示している。これらのことからも日本

語の能力を高めるための支援が求められてい

ると考えられる。 

 

２ フィリピン介護従事者の自信 

 今回のアンケート調査及びインタビュー調

査において、特徴的な部分は「自身のことや自

身の考え」に見える、彼（彼女）らの自信であ

る。 

アンケート調査では、①日本人介護労働者

との交流機会があれば参加したいが 80％（図

9）、②言葉やその他の方法で自分の考えを伝

えることに積極的であるが76％（図10）、③自

分の意見を日本語でしっかりと相手に伝える

ことができるが 51％（図 11）、④国籍を問わ

ず、どんな人とでも一緒に物事に取り組むこ

とができるが74％（図12）、⑤異なる意見や文

化、習慣を持つ人に対して公平に接すること

ができるが75％（図13）、⑥海外の国の文化、

習慣、伝統は尊重したい77％が（図14）、⑦未

知の経験を通じて、様々な事柄を学ぼうとす

る気持ちがあるが75％（図15）、などにより、

１）生活習慣

の違い

２）宗教の違

い

３）専門的な

知識や技術の

違い

４）日本語の

書き方

５）日本語の

読み方

６）日本人介

護労働者との

意思疎通

７）日本人介

護利用者との

意思疎通

８）能力評価

の基準

１）生活習慣の違い 　 　 　 　 　 　 　 　

２）宗教の違い .211
* 　 　 　 　 　 　 　

３）専門的な知識や技術の違い 0.111 .224
* 　 　 　 　 　 　

４）日本語の書き方 0.052 0.025 .332
** 　 　 　 　 　

５）日本語の読み方 0 .313
**

.273
**

.515
** 　 　 　 　

６）日本人介護労働者との意思疎通 0.084 -0.078 -0.054 .230
*

.261
* 　 　 　

７）日本人介護利用者との意思疎通 .248
* 0.109 0.179 .337

**
.227

* 0.156 　 　

８）能力評価の基準 0.187 0.197 0.07 -0.025 0.015 -0.024 0.078 　

９）悩みなどを相談できる友人がいないこと .211
* -0.153 -0.117 -0.04 -.225

* 0.15 0.001 .299
**

*ρ＜0.05.　**ρ＜0.001.

表中の統計量はγ：pearsonの積率相関係数

表２　　日本で介護従事した場合に困ることの相関行列
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彼（彼女）らの前向きさ（自信）が示されてい

る。 

 また、１）言葉やその他の方法で自分の考え

を伝えることに積極的である、２）自分の意見

を日本語でしっかりと相手に伝えることがで

きる、３）国籍を問わず、どんな人とでも一緒

に物事に取り組むことができる、４）異なる意

見や文化、習慣を持つ人に対して公平に接す

ることができる、５）海外の国の文化、習慣、

伝統は尊重したい、６）未知の経験を通じて、

様々な事柄を学ぼうとする気持ちがある、７）

日本人介護労働者との交流機会があれば参加

したい、の7項目について「自身のことや自身

の考えについての相関行列」（表 3）により、

項目同士の関係性の強さを求めた。 

 その結果、１）言葉やその他の方法で自分の

考えを伝えることに積極的である、２）自分の

意見を日本語でしっかりと相手に伝えること

ができる、３）国籍を問わず、どんな人とでも

一緒に物事に取り組むことができる、４）異な

る意見や文化、習慣を持つ人に対して公平に

接することができる、５）海外の国の文化、習

慣、伝統は尊重したい、６）未知の経験を通じ

て、様々な事柄を学ぼうとする気持ちがある

の事柄すべてについて、ほぼ正の相関関係を

示していることが分かる。他にも、「海外の国

の文化、習慣、伝統は尊重したい」、「未知の経

験を通じて様々な事柄を学ぼうとする気持ち

がある」について相関関係が高く、彼（彼女）

らが外国で働くことに対する前向きさにも、

大きく影響を与えると考えられる。 

しかしながら、インタビュー調査では、日本

に介護従事者として行きたい希望はあるもの、

日本で介護従事者として働くための申請や渡

航手続き等のプロセス、生活するために必要

な準備のこと、仕事として行うはずの介護そ

のものの理解や日本における高齢者を取り巻

く状況が理解されていない現状が窺えた。本

調査では確認していないが、日本へEPA（経済

連携協定）や在留資格「介護」で来日した場合

の、日本で生活するために必要な知識につい

て、どの程度の理解をしているかなど、就労を

支える日常生活についても確認しておく必要

があろう。 

 

３ キャリア形成の支援 

 日本で介護従事した場合に何を期待するか

（図21）では、「日本語力の向上」が54％、「帰

国後のキャリアアップ」が53％、「年収のアッ

プ」が 50％であり、語学を習得し、帰国後に

さらなるキャリアアップを目指す要素も窺え

る。英語が公用語になっているフィリピンは、

１）言葉やその
他の方法で自分

の考えを伝える
ことに積極的で

ある

２）自分の意見
を日本語でしっ

かりと相手に伝
えることができ

る

３）国籍を問わ
ず、どんな人と

でも一緒に物事
に取り組むこと

ができる

４）異なる意見
や文化、習慣を

持つ人に対して
公平に接するこ

とができる

５）海外の国の

文化、習慣、伝
統は尊重したい

６）未知の経験
を通じて、様々

な事柄を学ぼう
とする気持ちが

ある

１）言葉やその他の方法で自分の考え
を伝えることに積極的である

　 　 　 　 　 　

２）自分の意見を日本語でしっかりと

相手に伝えることができる
.392** 　 　 　 　 　

３）国籍を問わず、どんな人とでも一
緒に物事に取り組むことができる

.583** .337** 　 　 　 　

４）異なる意見や文化、習慣を持つ人

に対して公平に接することができる
.420** .311** .573** 　 　 　

５）海外の国の文化、習慣、伝統は尊
重したい

.509** 0.126 .559** .668** 　 　

６）未知の経験を通じて、様々な事柄

を学ぼうとする気持ちがある
.457** .212* .600** .615** .668** 　

７）日本人介護労働者との交流機会が

あれば参加したい
.296** 0.111 0.151 .268* 0.206 0.155

表３　自身のことや自身の考えについての相関行列

表中の統計量はγ：pearsonの積率相関係数

*ρ＜0.05.　**ρ＜0.001.
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日本のみならず、世界各国に人材を派遣して

いる。インタビュー調査からも、英語圏での就

労を意識している回答も見られている。日本

における優秀な介護人材の確保のためには、

彼らが納得するキャリア形成と人材育成が必

要と考えられる。特に地方の場合は、都市部に

就労の場を求める意向が多いことから、その

地域独自の取り組みや福祉施設の特色を生か

したキャリア形成の仕組みが、より求められ

る。 

 また、平成29年11月から、EPA（経済連携

協定）や在留資格「介護」（平成 29 年 9 月か

ら）に加え、技能実習制度への介護職種が追加

され、外国人介護人材の受け入れについて、介

護人材の確保を目的とするのではなく、技能

移転という制度の趣旨に沿って対応すること

が明記されている。この技能実習制度の趣旨

は、本国への技能移転であることから、日本で

の技能実習期間は最大 5 年ではあるが、この

制度によるキャリア形成の支援の視点も可能

である。 

さらに、キャリア形成の観点から、１）介護

現場での同僚関係、２）日本のことなど新たな

                                                        
10 中井良育：「介護人材の確保と職場定着―

施設介護職員のキャリアと人材育成の視点か

情報の獲得、３）介護現場以外での友人関係、

４）日本の介護技術の情報提供、５）日本の介

護技術以外の情報提供、６）介護現場でのスー

パーバイザー、７）期待しない、８）その他、

の 7 項目について「日本で介護従事した場合

に日本人介護士に求めることの相関関係」（表

4）として、項目同士の関係性の強さを求めた。

結果、表4にみられるように「1）介護現場で

の同僚関係」、「3）介護現場以外での友人関係」、

「6）介護現場でのスーパーバイザー」などが、

人的資源を活用した手立ての有効性が示され

ている。この点は、財政が特に厳しい地方にお

いても現に在職している職員の意識改革から

取り組める部分であり、地方において外国人

介護士を受け入れる場合の優先的課題と思わ

る。 

  

４ 地方都市とのマッチングの難しさ 

介護労働市場の特徴について中井（2018）は、

「（1）利用者に提供される介護サービスの水

準については公的な統制が行われている。（2）

利用者に提供される介護サービスの価格につ

いても公的な統制が行われている。」10の 2 点

ら―」，9-20，2018 

１）介護現場

での同僚関係

２）日本のこ

となど新たな

情報の獲得

３）介護現場

以外での友人

関係

４）日本の介

護技術の情報

提供

５）日本の介

護技術以外の

情報提供

６）介護現場

でのスーパー

バイザー

７）期待しな

い

１）介護現場での同僚関係 　 　 　 　 　 　 　

２）日本のことなど新たな情報の獲得 0.135 　 　 　 　 　 　

３）介護現場以外での友人関係 .405
**

.317
** 　 　 　 　 　

４）日本の介護技術の情報提供 .283
** 0.207 0.111 　 　 　 　

５）日本の介護技術以外の情報提供 0.202 0.157 .294
** 0.19 　 　 　

６）介護現場でのスーパーバイザー .318
** 0.147 0.147 0.192 .247

* 　 　

７）期待しない 0.142 -.277
** -0.105 -0.08 -0.021 0.185 　

８）その他 0.106 0.091 0.091 -0.15 -0.093 0.13 -0.051

*ρ＜0.05.　**ρ＜0.001.

表４　　日本で介護従事した場合に日本人介護労働者に求めることの相関行列

表中の統計量はγ：pearsonの積率相関係数
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を挙げている。介護保険制度では、公的な統制

を行い、人員配置基準（最低基準）を定め更に

サービスの向上に努めているが、専門職とし

ての資格保有を求めているのは一部に過ぎな

い。つまり無資格者でも容易に介護業務に従

事でき、事業者も参入が容易となっている。ま

た、介護保険制度では介護報酬が定められて

いることから、すぐに賃金に転嫁し処遇改善

を図るには容易ではない。したがって景気が

向上すれば市場に敏感に反応する他産業への

労働力が流失されやすいことが考えられる。

さらに中井（2018）は、「事業者にとっては必

ずしもよい条件を提示できない状況下で、求

められるようなサービスを提供できるような

能力、意欲を持った人材を労働市場の中から

確保する必要がある。さらには、確保した人材

の能力開発を図りながら定着させていくとい

う難しい課題に取り組む必要がある。」と述べ、

介護人材の確保の難しさと多様化について指

摘している。地方においてはこの介護人材の

確保の難しさと多様化の問題は、生産年齢人

口の減少も相まって喫緊の課題となっている

のである。 

 しかしながら、介護報酬は一部地域におい

ては加算があるもの日本国内においては統一

された経費として、介護サービスが実施され

ていると考えることができる。都市部でも地

方でもその介護報酬をもとに運営されている

ことを考えると、地方においても外国人介護

人材の確保のチャンスはないわけではない。 

さらに、１）年収のアップ、２）帰国後のキ

ャリアアップ、３）日本への永住、４）異性と

の出会い、５）日本の友人をつくる、６）日本

語力の向上、７）期待しない、８）その他、の

8項目について項目同士の「日本で介護従事し

た場合に期待することの相関関係」（表 5）を

求めた。熊谷（2018）は、日本人介護従事者が

抱く外国人介護従事者に対する意識調査にお

いて、「外国人との交流の機会の確保」の重要

性を指摘している。本調査においても、日本で

介護従事した場合に期待することの中でも

「日本の友人をつくる」（表 5）が高くなって

いる。インタビューにおいては、「日本で働く

場合、都市部がいいか地方がいいか」について、

多くが「都市部がいい」と回答している。その

理由は、「都市部にはフィリピン人がたくさん

いてコミュニケーションができる。介護従事

者として働く仲間も多い。近くにコンビニエ

ンスストアがあり生活に便利である。仕事が

たくさんありチャンスがある。賃金が高い。治

安がよい。」などである。しかしこのような声

は、日本で介護従事者として働く際の、日本で

生活するために必要なことや、ましてや介護

を取り巻く状況が極めてイメージできていな

１）年収の

アップ

２）帰国後の

キャリアアップ

３）日本への

永住

４）異性との

出会い

５）日本の友

人をつくる

６）日本語力

の向上

７）期待しな

い

１）年収のアップ 　 　 　 　 　 　 　

２）帰国後のキャリアアップ 0.195 　 　 　 　 　 　

３）日本への永住 0.108 .242
* 　 　 　 　 　

４）異性との出会い .333
** 0.191 .392

** 　 　 　 　

５）日本の友人をつくる .295
**

.314
**

.265
*

.244
* 　 　 　

６）日本語力の向上 0.031 .321
** 0.13 0.075 0.197 　 　

７）期待しない -0.178 0.002 .303
** -0.148 -0.074 -0.003 　

８）その他 0.094 0.088 -0.086 0.175 0.096 -0.132 -0.026

*ρ＜0.05.　**ρ＜0.001.

表５　　日本で介護従事した場合に期待することの相関行列

表中の統計量はγ：pearsonの積率相関係数
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い中での発言であることが窺えている。した

がって、日本で介護従事者として働きたい外

国人に対して、都市部と地方のそれぞれのメ

リットやデメリットをしっかり伝える機会を

設け、理解してもらうことが必要である。 

 

５ 結論 

 本研究により、日本での介護労働者として

就労する際に抱える課題及び外国人介護職員

と地方の介護現場で受け入れのための生じる

課題と対応論（方法論）として、以下の３点が

示唆された。 

① 日本語能力向上ための支援。 

② 日本で介護従事者として働きたい者への

海外で働くためのプロセスの明示とそのプ

ログラムづくり 

③ キャリア形成ができる人材育成の取り組

み（その地域独自の取り組みや福祉施設の

特色を生かしたキャリア形成の仕組み） 

さらに、日本で介護従事者として働く、高

い意欲と熱意に応えるため、入国前におい

ても日本語の座学的な教育にとどまらない、

日本で生活するための日常的な知識や日本

の介護の現状を伝え、相互に理解深めて良

好な関係を築いていくことも必要であろう。 

 

６ おわりに 

 外国人材の受入れ･共生のための総合的対

応策（検討の方向性）11が示され、改正入管法

が2018 年 12月に成立し、2019 年 4月から導

入される。現在、EPA（経済連携協定）（フィリ

ピンは2009年度から）、在留資格「介護（介護

福祉士）」（2017年9月から）、介護職種の技能

実習（2017年11月から）の3つがあるが、そ

こに「特定技能」が新たに追加される。そのこ

とによる全体の見込み数は、2019 年度で最大

                                                        
11「外国人材の受入れ･共生に関する関係閣僚

会議」資料，2018.7.24. 

 

4万８千人、5年間で最大34万5140人とされ

る。そのうち介護は 2019 年度で最大 5 千人、

5 年間で最大 6 万人と試算され、14 業種で最

も多い12。 

日本、特に地方都市おいては、外国人介護従

事者を受け入れる側として、あらかじめ想定

される課題へ迅速かつ入念な準備が必要とさ

れている。 
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